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訴   状  
 

２００４（平成１６）年１１月 4日 

 

水戸地方裁判所 御中 

 

原告ら訴訟代理人 

弁護士  谷   萩   陽   一 

 

同    五   來   則   男 

 

同    坂   本   博   之 

               外 

 

当事者の表示    別紙１「当事者目録」記載のとおり 

原告訴訟代理人   別紙２「原告訴訟代理人目録」記載のとおり 

 

八ツ場ダム費用支出差止等請求住民訴訟事件 

訴訟物の価格   金  １，６００，０００円 

貼用印紙額    金     １３，０００円 
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第１ 請求の趣旨 

１．被告茨城県公営企業管理者は，八ッ場ダムに関し，つぎの各負担金を支出してはなら

ない。 

（１）特定多目的ダム法第７条に基づく建設費負担金 

（２）水源地域対策特別措置法第１２条第１項第１号に基づく水源地域整備事業の経費 

負担金 

（３）財団法人利根川・荒川水源地域対策基金の事業経費負担金 

２．被告茨城県公営企業管理者が国土交通大臣に対し八ッ場ダム使用権設定申請を取下げ

る権利の行使を怠る事実が違法であることを確認する。 

３．被告茨城県知事は，八ッ場ダムに関し，つぎの各負担金および繰出金を支出してはな

らない。 

（１）河川法第６３条に基づく受益者負担金 

（２）水源地域対策特別措置法第１２条第１項第２号に基づく水源地域整備事業の経費 

負担金 

（３）財団法人利根川・荒川水源地域対策基金の事業経費負担金 

（４）茨城県公営企業管理者が特定多目的ダム法第７条に基づく建設費負担金を支出する

について，これを補助するために行なう一般会計から水道事業特別会計に対する繰

出金 

４．被告茨城県知事は，茨城県を代表して次の損害賠償請求をせよ。 

債務者橋本昌（平成１６年９月１０日以前の１年間において茨城県知事の地位にあっ

た者）に対し，金 ７億８１００万円 ならびにこれに対する平成１６年９月１０日から

支払済まで年５分の割合による遅延損害金 

５．被告茨城県公営企業管理者は，茨城県を代表して次の損害賠償請求をせよ。 

債務者福田克彦（平成１６年９月１０日以前の１年間において茨城県公営企業管理者

の地位にあった者）に対し，金 ２億５４００万円 ならびにこれに対する平成１６年９

月１０日から支払済まで年５分の割合による遅延損害金 
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６．訴訟費用は被告らの負担とする。 

第２ 請求の原因 

１． 当事者 

（１）原告は，いずれも茨城県の住民である。 

（２）被告茨城県公営企業管理者は，地方公営企業法に基づき茨城県が経営する水道事業

および工業用水道事業に関し，その業務を執行し，かつ当該業務につき茨城県を代表

する権限を有するものである。 

（３）被告茨城県知事は，茨城県の執行機関であって，茨城県の財産を管理する一般的権

限を有するものである。 

２． 本件訴訟の背景と提訴に至る経緯 

（１）１９４７年９月１４日のカスリン台風により，利根川が氾濫し，流域には大きな被

害が発生した。これを受けて利根川治水計画（利根川改修設計計画）が１９４９年策

定され，上流ダム群によって３,０００／秒の水量を調節することにより鳥川と利根

川本川の合流点から栗橋までの間の計画高水流量を１４,０００／秒とする方針が

打ち出された。

１９５２年５月に建設省はダム候補地の一つとして，利根川の支流吾妻川川原湯付

近を選定し，予備調査を開始した。これが八ッ場（ヤンバ）ダム問題の発端であった。 

（２）しかし，吾妻川は草津温泉，万座温泉，白根火山，硫黄鉱山採掘跡地から流出する

水を集める強酸性の河川であって，これがダムの堤体等を損傷することが判明したた

め，計画は一時中断した。その後上流に水の強酸性を中和する工場が建設され，これ

が６４年稼働するに至って予備調査が再開された。 

（３）６５年１２月には，ダム湖によって水没することが予定される地区で「反対期成同

盟」が結成され，ダム反対運動が展開された。しかし，建設省は６７年，現地に調査

出張所を開設して実施計画調査を進め，７０年には予算上は建設事業の段階に移行し

た。その後７６年には群馬県知事がダム推進を表明し，８０年に地元に対し生活再建

案を提示した。そして８５年１１月に長野原町長と群馬県知事の間で生活再建案につ
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いての覚書が締結されたのを機に，地元の反対運動は収束に向かった。 

（４）この間７６年４月には八ッ場ダムを含む「利根川水系及び荒川水系における水資源

開発基本計画」（通称「利根川・荒川フルプラン」）が閣議決定され，８６年７月には

八ッ場ダム建設に関する基本計画が決定された。その後９２年から９９年にかけて用

地補償の基礎となる調査が行なわれ，２００１年６月には国土交通省と長野原町内の

連合交渉委員会の間に補償基準が合意されるに至った。この補償基準に基づく個別交

渉が現在なお継続中で，ダム本体工事は着手に至っていない。 

（５）補償基準が合意される前に策定された８６年の基本計画では，事業費総額は２１１

０億円，完成予定は２０００年とされていたが，補償基準の合意を受けて国土交通省

が２００３年１１月に発表した変更計画案によれば，事業費総額は一挙に４,６００億

円に増額され，完成予定は２０１０年に先送りされた。 

事業費の大幅な増額に伴い，利根川流域の１都５県の負担金もこれに比例して当然

増額されることになる。 

負担金の増額につき同意を求められた各都県の首長および議会は，増額幅の大きさ

については驚愕しながら，今日において八ッ場ダムを建設する必要がそもそもあるの

か，という本質的な議論を回避したまま，漫然と変更計画に同意を与えた。 

（６）原告らは，八ッ場ダムの建設に関し１都５県が負担金を負担し，支出すること自体

が，地方財政法の禁止する違法な財務会計行為にあたると考えるものである。 

そこで，「執行機関又は職員の右財務会計上の行為又は怠る事実の適否ないしその是

正の要否について地方公共団体の判断と住民の判断とが相反し対立する場合に，住民

が自らの手により違法の防止又は是正をはかることができる点に，制度の本来の意義

がある」（最高裁昭和５３年３月３０日判決，民集３２巻２号４８５頁，判例時報８８

４号２２頁）とされる住民訴訟の法廷において，客観的判断が下されることを求めて，

この「住民全体の利益を保障するために法律によって特別に認められた参政権」（同判

決）を行使するために，本件提訴に至った。 

３． 本件住民訴訟の対象となる財務会計行為および怠る事実 



 5

（１）八ッ場ダム建設事業の概要 

 ア． 八ツ場ダムは国（国土交通省）を事業主体として，利根川水系吾妻川に設置される，

治水及び利水を目的とする多目的ダムであり，その概要は以下のとおりである。 

  ①位置  群馬県吾妻郡長野原町 

  ②規模 

       堤高       １３１ｍ 

       総貯水容量    １０７,５００,０００ 

       有効貯水容量    ９０,０００,０００

       集水面積     ７０７．９㎢

       湛水面積     ３０４ｈａ

  型式  重力式コンクリートダム

  工期  １９６７（昭和４２）年度（実施計画調査着手時）

       ～２０１０（平成２２）年度（完成予定時）

 イ．本件ダムの建設事業費は，国土交通省が作成した「八ッ場ダムの建設に関する基本

計画」に計上されている費用だけで約４,６００億円に達し，そのうち平成１４年度ま

でに執行済みの額は約１,５２０億円である。

なお，このほかに水源地域対策特別措置法に基づく事業の費用として約９９７億円，

財団法人利根川・荒川水源地域対策基金の事業の費用として，約２４９億円を要する

ことが見込まれており，これらの合計額は約５,８４６億円に達する。このうち約２,

６６０億円を茨城県ほか地方公共団体が負担することが予定されている。またこれら

の費用の調達はほとんど起債（国債および地方債）によるので，その利息が上記金額

に加算されることになる。

 ウ．本件ダムによって開発される水利権は毎秒２２．２００（１日約１９２万）

と計画されており，このうち茨城県の水道用水のためには毎秒１．０９（１日約  

９．４万）の設定が予定されている。

 エ．本件ダムの洪水調節量は６５,０００,０００と計画されている。
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  前述のとおり本件ダムの総貯水量は １０７,５００,０００

  これから 堆砂容量         １７,５００,０００

  を差引いた有効貯水量は       ９０,０００,０００

と設定されているが，洪水期（６月～９月）の水道用水等貯留量

２５,０００,０００と        

上記有効貯水量との差にあたる６５,０００,０００が洪水調節量となる。

オ．本件ダムの治水機能に関係する上位計画は，「利根川水系工事実施基本計画（１９

８０年１２月改定）」である。同計画は，１９４９年の計画を変更し，利根川と鳥川

との合流点にあたる治水基準点八斗島（ヤッタジマ）における基本高水流量を２２,

０００／秒と設定し，このうち上流ダム群によって調整すべき量を，６,０００／

秒，基準点における計画高水流量を１６,０００／秒とした（従前の計画は前述のと

おり，基本高水流量１７,０００／秒，ダムによって調整すべき量３,０００／秒，

計画高水流量１４,０００であった）。

カ．ダムは河川法第３条の定める河川管理施設であり，一級河川である利根川の河川管

理に要する費用は，同法第５９条により原則として国が負担すべきものである。しか

し，（２）以下に述べるとおり，一定の要件のもとで，流域の地方公共団体等がその

費用の一部を負担すべきものとされている。

（２）負担－その１ 特定多目的ダム法に基づく利水関係負担金

 ア．特定多目的ダム法（以下「特ダム法」）第７条により，ダム使用権の設定予定者（ダ

ム使用権の設定を申請し，基本計画において設定予定者と定められた者）は，当該多

目的ダムの建設に要する費用のうち同法施行令所定の方法で算出される額の費用を負

担すべきものとされている。

 イ．２００３（平成１５）年に変更後の基本計画において事業費総額約４,６００億円

のうち，ダム使用権設定予定者としての茨城県は約９５億円の費用を負担することが

予定されている（負担金は茨城県水道事業特別会計から，国の治水特別会計へ支出さ

れる）。
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上記利水負担金予定総額のうち，既支出分は約３４億円であり，そのうち，２００

３（平成１５）年９月１０日から２００４（平成１６）年９月９日までの１年間の支

出分は３億６，２００万円である（なお，このうち１億８，８００万円は，一般会計

から水道特別会計に繰入れられた出資金が原資となっている）。

 ウ．ダム使用権の設定予定者は，設定申請を取り下げることができる。この場合，既に

国に納付済みの負担金は還付される（ただし，国は基本計画が廃止されるか，あらた

にダム使用権の設定予定者が定められるまでは，その還付を停止することができる）。

（特ダム法第１２条）

  また，設定申請の取り下げという行為を特に経由しなくても，ダム使用権設定予定

者が単に負担金の納付をしないだけで，設定申請は当然に却下され（特ダム法第１６

条２項），この場合も，設定申請が取り下げられた場合と同一の条件で，納付済みの

負担金は還付される（同法第１２条）。

（３）負担－その２ 河川法に基づく治水関係負担金

 ア．河川法５９条の原則に対する例外として，同法６０条は，都道府県に対し，「その

区域内における一級河川の管理に要する費用」，すなわち区域内の河川管理施設の建

設費用等の一定割合を負担すべきものとし，さらに同法６３条において「国土交通大

臣が行なう河川の管理により，第６０条第１項の規定により当該管理に要する費用の

一部を負担する都府県以外の都府県が著しく利益を受ける場合においては，国土交通

大臣は，その受益の限度において，同項の規定により当該都府県が負担すべき費用の

一部を当該利益を受ける都府県に負担させることができる」ものとしている。

 イ．本件ダム建設事業の総事業費約４,６００億円のうち，治水事業として賄う分は  

５４．６％の約２,５１２億円であるが，茨城県は本件ダムの建設により水害防止上「著

しい利益」を受けるものとされ，河川法６３条に基づき約１２４億円の治水負担金を

負担している（負担金は県の一般会計から国の治水特別会計へ支出される）。

   上記のうち，既支出分は約４２億円，そのうち２００３（平成１５）年９月１０日

から平成１６年９月９日までの１年間における支出分は５億５５,００万円にのぼる。
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（４）負担－その３ 水源地域対策特別措置法に基づく利水・治水関係負担金

 ア．ダム建設固有の費用とは別に，ダムの建設によって水没その他生活条件等の著しく

変化する地域の生活環境，産業基盤等を整備する必要が生じうる。

これに対処する事業が水源地域対策特別措置法（以下「水特法」）に基づく水源地

域整備事業であるが，同事業の費用の一部は利水予定者や，治水効果を享受する地域

を含む地方公共団体に負担させることができるものとされている（水特法１２条）。

 イ． 本件ダムは１９８６（昭和６１）年３月に水特法の対象ダムに指定され，９５（平

成７）年１２月に同法４条に基づく水源地域整備計画が公示された。これを受けて関

係都県において平成８年２月２２日付で水源地域整備事業に関する費用の負担割合が

協定された。 

 ウ． この協定に基づき茨城県が負担することが予定されている負担金の総額は約２６億

円（水道会計２４億円 一般会計２億円）にのぼる。 

このうち，２００３（平成１５）年９月１０日から２００４（平成１６）年９月９

日までの１年間に支出された負担金は 1億円である（内訳 水道会計 ７，９００万円，

一般会計２,１００万円）。 

（５）負担－その４ 水源地域対策基金に対する利水・治水関係負担金 

 ア． 水特法に基づく事業を補完し，水没地域の関係住民の生活再建等の一層の充実を図

る，という目的で，１９７６（昭和５１）年１２月に財団法人利根川・荒川水源地域

対策基金（以下「対策基金」）が設立された。基本基金１０億円の拠出団体は利根川・

荒川流域の１都５県である。 

 イ．対策基金の実施する事業に要する費用については，１９９０（平成２）年８月１日

付で，関係都県間に，その負担割合に関する協定書が締結された。 

 ウ．この協定に基づき茨城県が負担することが予定されている負担金の総額は約１７億

円（水道会計１億円 一般会計 16億円）にのぼる。このうち，２００３（平成１５）

年９月１０日から，２００４（平成１６）年９月９日までの１年間に支出された負担

金は，1,8００万円である（内訳 水道会計１００万円，一般会計 1,７００万円）。 
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（６）小括 

   本件住民訴訟の対象となる「財務会計行為」は，被告茨城県公営企業管理者による

上記負担金「その１」，「その３」および「その４」の各支出，ならびに被告茨城県知

事による上記負担金「その２」，「その３」および「その４」の各支出である。なお，

被告茨城県知事は，一般会計から水道事業特別会計への繰出金の支出という形で公営

企業管理者を経由して「その１」にあたる支出も行なっており，これも本件の対象に

含まれる。 

なお，負担金「その１」の負担の前提となる，ダム使用権の設定予定者たる地位は

茨城県の財産であるが，負担を免れるために設定申請を取り下げるという「財産管理

を怠る事実」の違法確認を，本件においては，あわせて請求している。 

４． 被告らが財務会計行為および財産管理をなすにあたり遵守すべき法規範の内容 

（１）地方財政法第４条 

 ア．「地方自治行政の基本的原則」等を定めた地方自治法第２条１４項は，「地方公共団

体は，その事務を処理するに当っては，住民の福祉の増進に努めるとともに，最少の

経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」と規定している。 

この「最少の経費による最大の効果」の原則を予算執行の立場から表現した規定が

地方財政法第４条であり，その第１項は， 

「地方公共団体の経費は，その目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて，

これを支出してはならない。」と規定している。 

 イ． 地方公共団体の執行機関が公金を支出するに際して上記条項を遵守すべきことは当

然である。 

ちなみに地方自治法は第２条１６項において，「地方公共団体は法令に違反してその

事務を処理してはならない」と規定し， 

第１３８条の１において， 

「普通地方公共団体の執行機関は（中略）法令，規則その他の規定に基づく当該普通

公共団体の事務を，自らの判断と責任において，誠実に管理し及び執行する義務を負
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う」と規定している。 

 ウ． 公営企業管理者を含む地方公営企業管理者は，当該地方公営企業の業務につき執行

権，代表権を有するが，地方公営企業法は，地方自治法・地方財政法の特例を定めた

法律である（同法第６条）から，地方自治法，地方財政法の上記各規定は（地方公営

企業法上，その特例を定める規定がない以上），地方公営企業の遵守すべき法規範であ

る。 

 エ． 従って，被告らがいずれも前述の各負担金を支出するについて，地方財政法４条の

適用を受けることは当然である。 

（２）地方財政法第３条 

 ア． 地方財政法第３条２項は， 

「地方公共団体は，あらゆる資料に基いて正確にその財源を補そくし，且つ，経済の

現実に即応して，その収入を算定し，これを予算に計上しなければならない」と規定

している。 

イ． 被告公営企業管理者がダム使用権の設定を申請し，そのために必要とされる負担金

を負担，支出する行為は，ダム使用権の設定によって確保される水道用水に対する需

要が確実に存在し，従ってこれを供給することによって「経済の現実に即応する収入」

を算定することが可能であるという判断に裏付けられていなければならない。 

 ウ． 従って，被告公営企業管理者が，その財務会計行為について地方財政法第３条２項

の適用を受けることは当然である。 

（３）地方財政法第８条 

 ア． 地方財政法第８条は， 

「地方公共団体の財産は，常に良好の状態においてこれを管理し，その所有の目的に

応じて最も効率的にこれを運用しなければならない。」と規定しており，前述のとおり

この規定は地方公営企業にも適用される。 

 イ． ダム使用権は物権である（特ダム法第２０条）から，ダムの完成を停止条件として

その設定を受けるべき地位，すなわちダム使用権の設定予定者の地位は，水道事業な
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いし工業用水道事業の用に供する資産（地方公営企業法第９条第７号）であり，従っ

て地方公共団体の財産である（地方自治法第２３７条）。 

権利が義務と表裏一体の関係にある場合は，権利を放棄することによって義務を免

れることが客観的に最も効率的な財産管理となる場合もありうる。 

 ウ． 公営企業管理者は，水道事業に属する資産を管理するに際して，地方財政法第８条

の適用を受け，権利放棄（申請の取下げ）という選択肢を含めて最も効率的な財産管

理を行なう責任を，茨城県に対し負っている。 

５． 本件各財務会計行為及び財産管理を怠る事実の違法性 

（１）本件ダムによる利水上の利益の不存在 

 ア． 利根川・荒川流域にある首都圏１都５県の都市用水（水道用水および工業用水）の

給水実績は，１９９０年代以降漸減傾向にある。この間の首都圏人口の漸増傾向にも

かかわらず水需要が減少しているのであるから，首都圏の人口の減少がはじまる２０

１５年以降は，更に水需要の減少は加速される。 

イ．茨城県の上水道の給水実績も，１９９０年代に入ってから増加率が次第に小さくな

り、近年は頭打ちの傾向になってきている。２００２年度における１日最大給水量は

１０３万㎥にとどまっている。９０年代に入ってからも、給水人口が多少増加し、ト

イレの水洗化が急速に進行してきたにもかかわらず、給水量が横這いに近い傾向にな

ってきたのは、一人あたり給水量の減少要因が働くようになったからである。その減

少要因とは、節水型機器の普及と水道の漏水防止対策の向上である。

茨城の県営工業用水道の給水実績も、近年は頭打ちの傾向を示し、２００２年度に

おける１日最大給水量は約６７万㎥にとどまっているので、同年度における茨城県の

上水道+県営工業用水道の１日最大給水量は約１７０万㎥である。 

ウ． 一方，県の河川水の水利権は上水道と県営工業用水道を合わせると、既に給水量換

算で約２１９万㎥／日存在する。 

内訳は以下のとおりである。 

  ①霞ヶ浦開発   １６２万㎥／日 
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  ②その他      ５７万㎥／日 

    このほかに水源、工業用水道水源として使用されている地下水が約２８万㎥／日存

在するので，新規水利権の開発を全く行なわれなくても，茨城県は約２４７万㎥／日

の水源を保有している。したがって、２００２年においては、８０万㎥／日近い水源

が余っている状態にある。 

エ． 国立社会保障・人口問題研究所の推計によれば、茨城県の人口は２０0５年にピー

ク人口３０１万人に到達する。茨城県の場合はその他に、水道普及率の上昇による給

水人口の増加がある。県全域に上水道が普及することを想定するのは現実的ではない

が、仮に県全域に普及するとしても、その時点での一日最大給水量は余裕をみても１

２９万㎥／日（４３０ℓ／人×３０１万人）程度である。この計算における４３０ℓ／

人は２００２年の１人１日最大給水量の実績値４０８ℓ／人に２２ℓ／人の増加をみた

ものであるが、近年は、１人１日最大給水量は頭打ちになっている。トイレの水洗化

はすでに上限値に近づいているので、今後は、茨城県においても東京都等と同様に、

イで述べた二つの減少要因により、１人１日最大給水量は漸減傾向になることが予想

される。 

  県営工業用水道の方は１日最大給水量が頭打ちになってきているので、２００２年

の実績値を加算すると、将来における上水道+県営工業用水道の１日最大給水量のピ

ーク値は大きくても２００万㎥／日以下の値である。これは、現在の保有水源より約

５０万㎥／日小さい値である。 

オ．このように将来をみても、茨城県は 5０万㎥／日程度の「水余り」の状態になるの

であるから，更に本件ダムによって新たに水源を手当てしなければならない必要性は

全く存在しない。 

カ．茨城県は２００1年に水需要の将来予測を行い，２０２０年の水道用水+工業用水の

１日最大取水量を約３６０万㎥／日とした。しかし、２００２年の水道用水+工業用

水の実績値は約２１５万㎥／日であって、最近１０年間、２２０万㎥／日前後にとど

まっているのであるから、今後、１．７倍にも増加するはずがない。茨城県の予測は
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水需要の実績を全く無視した、架空の予測である。なお、ここでいう水道用水には簡

易水道と専用水道、工業用水には自家用水源が含まれ、取水量ベースの数字であるの

で、イ．述べた数字とは異なっている。 

キ．ちなみに国土庁が１９７８年に発表した「長期水需給計画」では，９０年の都市用

水の全国における需要を１億３,１００万㎥／日と予測していたが，同年の実績値は，

その６０％の７,８００万㎥／日に過ぎなかった。 

また，１９８７年に策定された「ウォータープラン２０００」においては，目標年

次（２０００年）の需要予測を１億１,０３０万㎥／日と下方修正したが，それでも実

績値は予測値の７０％程度に過ぎなかった。 

さらに，１９９９年に策定された「ウォータープラン２１」では，需要予測の大幅

な下方修正が行われたものの，２００２年時点で実績値と早くも８００万㎥／日に近

い乖離が生じている。全国レベルでも，地域レベルでも公共事業の需要予測は，常に

あまりにも過大になされているのである。 

ク． 国土交通省は，ダムの利水上の効用として渇水対策を挙げ，水道事業者の有する

水利権が暫定水利権である場合は，渇水時には正規の水利権に劣後するため，水利を

享受できないことがあると主張する。 

しかし，八ッ場ダムの夏期における利水容量は前述のとおり２,５００万㎥しかない。

これは利根川水系の既設ダム（八木沢，奈良俣，藤原，相俣，薗原，下久保，草木の

７ダムと渡良瀬貯水池，鬼怒川水系の五十里，川俣，川治の３ダム）の夏期利水容量

の合計４４,３２９万㎥に対し，わずか５．６％にすぎず，渇水対策を左右する程度の

ものではない。 

ケ．また，利根川については東京電力株式会社が八ッ場ダム予定地の上流において水力

発電のための水利権３０．０㎥／秒（１日あたり２５９万㎥）を取得している。この

水利権は吾妻川本支流の水を本件ダム湖予定地より上流で発電専用の送水管に取り込

むもので，一たん取り込まれた水は，多くの発電所において発電機を回した後に，利

根川本川の前橋付近で，利根川に戻されるまでの間は，吾妻川・利根川からは全く独
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立した水流（バイパス）を形成する。すなわち八ッ場ダムには流れてこない水である。

３０．０㎥／秒（２５９万㎥／日）という量は，八ッ場ダムによって開発される２２．

２㎥／秒（１９２万㎥／日）を上回るものであり，水利権設定の順序に従い，八ッ場

ダムの水利権に優先する。 

 八ッ場ダムの開発水量も計算は，この発電用水の大半をダムに貯水することを前提

としているが，この水利権の譲渡については国土交通省は現在，東京電力（株）と交

渉中であり，この交渉が成立しない場合は，開発水量自体が現実性のないものになる。

そのように不確定な開発水量に対して，前述のように茨城県は多額の利水負担金を支

出してきているのである。 

また，水利権譲渡の交渉が成立する場合には，東京電力（株）に対して「減電補償」

が支払われ，その金額は５００億円程度と見込まれる。その場合には，事業費は４,

６００億円から更にはね上がることになる。 

 コ．利水目的のために計画された利根川流域のダム，貯水池が１９９７年度以降つぎつ

ぎと中止されている。中止されたダム事業と各ダムの計画上の有効貯水量（万㎥）は

以下のとおりである。 

  ①国の直轄事業 

    ・川古ダム（群馬県）                         ４,５００ 

    ・印旛沼総合開発（千葉県）                      ４,４６９ 

    ・江戸川総合開発（茨城県）                       ７１０ 

    ・稲戸井調節池総合開発（茨城県）                １,５９０ 

    ・渡良瀬遊水池総合開発Ⅱ期事業（栃木県，群馬県）１,０５０ 

  ②水資源機構（旧水資源開発公団）の事業        

    ・平川ダム（群馬県）              ４,４００ 

    ・思川開発のうち大谷川分水（行川ダム）（栃木県）  ４５０ 

    ・栗原川ダム（群馬県）             ４,５５０ 

    ・戸倉ダム（群馬県）              ６,４００ 
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  ③国の補助を受けて各県が行う事業 

    ・東大芦川ダム（栃木県）              ８６４ 

    ・倉渕ダム（群馬県）               ８７０ 

    （ただし倉渕ダムは「凍結」と説明されている） 

上記１１ダムの計画上の有効貯水量の合計（２９,８５３万㎥）は，本件八ッ場ダム

の有効貯水量（９０００万㎥）の約３倍に達する。これらの計画があいついで中止さ

れたことは，利水目的ダムの必要性に関する利根川・荒川フルプランの想定が根拠を

失っていることを如実に示すものである。 

（２）本件ダムによる治水上の利益の不存在 

 ア． 利根川の治水基準点である八斗島の基本高水流量は前述のとおり２２,０００㎥／

秒と設定されているが，８０年改訂以前の計画における基本高水流量は１６,０００

／秒で，その前提となったのは，１９４７年のカスリン台風に際して，同地点で１７,

０００㎥／秒の洪水流量があったという推定である（八斗島の観測所は，１９４７年

の洪水時には量水標が流失したので，数値は同地点より上流の３地点の流量からの推

定値にすぎない。また，推定値の中には１５,０００／秒説もある）。 

 イ．しかし，同基準点の洪水流量はその後５０数年間にわたり，２２,０００㎥／秒や  

１６,０００㎥／秒はおろか，１９４９年のキティ台風の１０，５００㎥／秒を除けば，

１０,０００㎥／秒に届いたこともない。なお，八斗島の流量の連続観測が行われるよ

うになった１９５１年以降における最大流量は，１９９８年の９,２２０㎥／秒である。 

１９４７年という時点においては，戦時中の食糧難解消のための開墾や，エネルギ

ー源確保等のため，利根川上流の山林は乱伐されており，その結果森林の保水力が著

しく低下していた。このような条件下で生じたとされる１７,０００㎥／秒という数値

を，更に膨らませた２２,０００㎥／秒という数値は，全く根拠のない架空の洪水流量

というべきものである。 

   前述のとおり，基本高水流量を１７,０００㎥／秒から２２,０００㎥／秒に変更し

たのに伴って，八斗島地点における計画高水流量が，１４,０００㎥／秒から１６,０
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００㎥／秒へと変更され，上流ダム群によって調節する流量は３,０００㎥／秒から６,

０００㎥／秒へと倍増した。国土交通省はこの基本高水流量等の設定および変更の具

体的根拠についての説明責任を全く果たしていない。 

 ウ． 基本高水流量設定の当否は別として，八ッ場ダムは，基準点における洪水流量調整

には，全く寄与することがない。カスリン台風と同様の降雨が利根川流域にあった場

合のシミュレーションとして国土交通省が発表している資料によれば，八ッ場ダム地

点の最大洪水流量は，わずか１,２４０㎥／秒であり，しかも，その出現時刻は基準点

八斗島の洪水流量がピークに達する時点よりも１２時間も早い。八ッ場ダム地点から

八斗島地点までの洪水の流下時間は，５～６時間程度であるから，八ッ場ダム地点で

最大洪水をカットしても，八斗島地点の最大洪水流量に対する低減効果はゼロに近い。 

この意味でも本件ダムが利根川の中流・下流の治水に貢献することはありえず，ま

してや，茨城県が本件ダムによって治水上「著しく利益を受ける」などという関係は

ありえない。 

エ． また，本件ダムが計画されている吾妻渓谷は，両岸の山が接近する狭窄部を随所に

有し，洪水の流下がそこで緩和されるため，人工的なダムを建設するまでもなく自然

自体が洪水調節機能（河道貯留効果）を有している。 

ちなみに，本件ダムより上流にある三つの観測所（田代，応桑，小雨）が観測史上

最大の一日あたり降雨量を観測したのは，１９５９年８月１３日であった（田代観測

所１８０．０㎜，応桑観測所２８３．３㎜，小雨観測所１９７．０㎜）。八斗島流量観

測所においても，同年８月１４日にこの年最大の流量が観測されているが，その量は

８,２８０㎥／秒にすぎなかった。 

このように，もともと自然の洪水調節作用がある場所に，「洪水調節」を名目とする

ダムを設置することの効用は極めて乏しい。 

（３）本件ダムは，その固有の欠陥のため治水・利水いずれの機能も果しえない。 

 ア．吾妻川は，前述のとおり強酸性の河川であるため，この強酸性が下流においてコン

クリートや金属を腐食させるのを防止するため，石灰を投入して水質を中和する工場
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２箇所（処理量１日５０トンの草津工場および同１０トンの香草工場。いずれもｐＨ

２．０程度の原水をｐＨ６．５程度にする）と，中和生成物を沈殿させる品木ダムが

既に作られている。 

しかし，中和生成物による堆砂によって，品木ダムはまもなく飽和状態に達しよう

としている。品木ダムが堆砂によって飽和状態になった場合，それに代わる中和生成

物沈殿池の役割は，本件八ッ場ダムが果すことになる。 

 イ． ダムは計画段階で１００年分の予想堆砂量を「堆砂容量」として確保することにな

っており，本件ダムの場合も前述のとおり１,７５０万㎥の容量が１００年分の堆砂量

として確保されることになっている。 

しかし，実際の堆砂速度は計画を大幅に上回るのが一般的である（同じ利根川水系

にある下久保ダムでは，計画の約２．５倍の速度で堆砂が進行している）。 

このような一般的傾向に加えて，前述のとおり中和生成物沈殿池の役割が加わるの

で，本件ダムの利水・治水機能は短期間で失われることになる。 

この意味でも本件ダムは通常のダムに期待しうる治水・利水上の効用を有していな

い。 

（４）ダムサイト地盤と湖水域地すべりの危険性 

ア  ダムサイト両岸の岩盤（安山岩）には、河床から上方約１００メートルの間にわた

って、水平節理（シーテイング節理）が著しく発達している。 

イ 「建設省河川砂防技術基準案」によれば、「ダムの基礎地盤は、堤体から伝達され

る荷重に対して安全であるとともに、貯水池からの浸透流に対して所要の遮水性を有

するよう設計するものとする」（同基準案第４節 ４．１「基礎地盤の設計の基本」）

とされている。そして、この「基準案解説」は透水性の許容基準（ルジオン値）を設

定しているが、それによれば八ツ場ダムのダムサイト両翼の岩盤の透水性は、透水性

許容基準の１０倍以上もの高い値となっている。このように、八ツ場ダムサイトの岩

盤はダムサイトの基礎地盤としては極めて不適なのである。 

このことは、かつての国会審議（昭和４５年６月１０日衆議院地方行政委員会）で
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建設省（当時）および文化庁が自認しているところである。 

ウ 平成１５年１１月に公表された八ツ場ダムの基本計画案では、ダム本体直下とダム

サイト両翼の岩盤を包む広範な高透水ゾーンについては、遮水剤（セメントミルク）

を注入するなどの対策工事を行うとしているが、同工事によって所要の遮水効果が得

られる保障は存在しない。本件ダムは基礎地盤からの漏水の危険性や取付部岩盤の脆

弱性などに大きな欠陥を残したままなのである。 

エ しかも、ダム湖となる吾妻川の両岸の斜面には、２２の地すべり痕跡が認められる

としている。ダムの湖岸は地すべり地で埋め尽くされている状態なのである。そして、

これらの地すべり地の多くは、ダム湖の貯水で水没したり斜面の半ばが水浸すること

になり、これにより地すべりの危険性は著しく増大する。 

以上の事実も、本件ダムが通常のダムとしての効果を期待しえないことを示してい

る。 

（５）本件各負担金の負担および支出は，いずれも地方財政法第４条に違反する。 

 ア． 上述のとおり，茨城県は本件ダムによる水利権を開発して，都市用水の水源を確保

する必要を全く有していないし，治水上も本件ダムによる利益を全く受けることがな

い。 

このように地方公共団体の存立目的を達成する上での必要性を欠く公金の支出は，

地方財政法第４条に違反する。 

 イ．本件各負担金のうち，特ダム法第７条，河川法第６３条に基づく負担金は，国土交

通大臣の納付通知によって納付義務が発生するものであるが，本件ダムが利水上，治

水上の効用を有しない事実は，客観的に明白であるから，関係する納付通知は無効で

あり，被告らはその拘束を受けない。 

 ウ． また，水特法第１２条第１項第１号ないし第２号に基づく負担金と，（財）利根川・

荒川水源地域対策基金に対する負担金は，茨城県とほか５県との間の協定（前者は平

成８年２月２２日付，後者は平成２年８月１日付）に基づいて支払義務が発生するも

のであるが，本件ダムが茨城県にとって治水上も利水上も必要性がないことについて
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は，茨城県以外の協定当事者たる各県においても，当然知っており，または知り得べ

き事実であるから，上記協定は無効であり，被告らはその拘束を受けない（昭和５２

年５月１９日最高裁判決，判例時報１２４０号６２頁参照）。 

（６）被告公営企業管理者による各負担金の負担および支出は地方財政法第３条に違反す

る。 

 ア． 被告公営企業管理者が負担し支出する負担金は，いずれも上水道の用に供するため

の水利権を確保することを目的とする負担金であるが，地方公営企業の経費は，極め

て限定的な例外を除いて，当該「企業の経営に伴う収入をもって充てなければならな

い」（地方公営企業法第１７条の２，第２項）とされているから，支出に見合う収入が

確保できる見込みがなければならないのは，当然である。 

イ． 前述のとおり茨城県の上水道について，既に大幅な「水余り」が生じているという

ことは，とりもなおさず今後追加的に調達する水は，需用者に対して売れる見込みが

ないこと，従ってその料金を収入として算定することが不能であることを意味する。 

従って，公営企業管理者が負担金を負担・支出する行為は，地方財政法第４条ばか

りでなく，同法第３条第２項にも違反することになる。 

（７）被告公営企業管理者が国土交通大臣に対し，ダム使用権設定申請を取り下げないこ

とは，地方財政法第８条に違反する。 

 ア． ダム使用権設定予定者の地位が，物権としてのダム使用権の設定を受けるべき権利，

すなわち地方公営企業の用に供する資産であって，その財産管理について地方財政法

第８条の規律を受けることは前述したとおりである。 

 イ．本件ダム使用権を確保しても，茨城県の水道事業はこれに見合った収入を，全く得

ることができないのに対し，本件ダム使用権設定申請を取り下げ，関係水利権の返上

をするならば，今後の負担金の負担・支払いの義務を免れるのはもとより，既払い分

についても一定の条件付きで返還を受けることができる（特ダム法第１２条）。 

 ウ．従って，茨城県の水道事業に属する財産を管理する上で，本件ダム使用権設定申請

を取り下げることにより茨城県の利益を実現することが，被告公営企業管理者の茨城
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県に対する忠実義務を全うする所以である。 

逆に言えば，このような財務会計上の権限の行使を怠ることは，地方財政法第８条

に違反することになる。 

 エ． そして，このような財産の管理権の行使は，国土交通大臣の協力を全く必要とせず，

申請者側の一方的な選択として行なうことができるのである。 

前述のとおり，地方自治体（水道事業者）がみずから推進する事業を中止するにと

どまらず，国の直轄事業や，水資源機構の事業からも撤退した例が少なくないことは，

これが地方自治体自身の選択の問題であることを示すものである。 

６．住民監査請求の経由 

原告らはいずれも本年９月１０日付で茨城県監査委員に対し，本件各被告を名宛人と

する，本件請求と同一内容の勧告を発することを求めて，住民監査請求を行なった。 

しかし，茨城県監査委員は，本年１０月４日付で原告らの請求を却下する旨の監査結

果を原告らに通知した。 

７．結論 

 以上の次第で原告らは，地方自治法第２４２条の２第１項第１号に基づき，被告らに

対し，本件ダムに関する利水上，治水上の各負担金の支出の差止めを求め（請求の趣旨

第１項および第３項）， 

また，同項第３号に基づき，被告公営企業管理者が財産（ダム使用権の設定を受ける

べき地位）の管理を怠る事実の違法確認を求める（同第２項）とともに， 

同項第４号に基づき県知事および公営企業管理者の地位にあった個人に対し然るべき

損害賠償請求がなされるべきことを求めて（同第４項および第５項）本訴に及んだので

ある。  

第３．立証方法 

   甲第１号証  監査結果通知書 

   以上のほか，口頭弁論期日において，必要に応じ提出する。 

第４．添付書類 
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    １．甲号証 写     １通 

    ２．訴訟委任状    ２１通 
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＜別紙１＞ 

当   事   者   目   録 
〒300-0815  茨城県土浦市中高津１－３－９ 

                  原  告   柏   村   忠   志 

〒319-0122  茨城県東茨城郡美野里町江戸９０－１７５ 

                  原  告   濱   田   篤   信 

〒302-0023  茨城県取手市白山１－８－５ 

                  原  告   神   原   晴   美 

〒300-0825  茨城県土浦市霞ヶ岡町２１－３０ 

                  原  告   殿   岡   哲   雄 

〒300-1514  茨城県北相馬郡藤代町宮和田５３１－２－１０９ 

                  原  告   朝 比 奈   晴   子 

〒315-0027  茨城県石岡市杉並４－５－１ 

                  原  告   髙   栖       敬 

〒315-0053  茨城県新治郡千代田町稲吉東４－５－１８ 

                  原  告   佐   藤   文   雄 

〒300-0043  茨城県土浦市中央１－１４－２ 

                  原  告   船   津       寛 

〒302-0012  茨城県取手市井野団地５－１６－２０４ 

                  原  告   香   山   建   雄 

〒302-0035  茨城県取手市上高井２４６８－６ 

                  原  告   野   口   利 枝 子 

〒302-0013  茨城県取手市台宿２－１－１５ 

                  原  告   塚   越   恵   子 

〒300-1506  茨城県北相馬郡藤代町上萱場４０４－２ 

                  原  告   桜   井   智   子 
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〒304-0031  茨城県下妻市高道祖４５９２－１０１ 

                  原  告   野   手   香   織 

〒305-0047  茨城県つくば市千現２－２－１３ 

                  原  告   坂   本   真 子 美 

〒319-1112  茨城県那珂郡東海村村松２４０１－２ 

                  原  告   大   名   章   文 

〒311-1301  茨城県東茨城郡大洗町磯浜町６２３２－３ 

                  原  告   坂   本       薫 

〒310-0853  茨城県水戸市平須町１８２８－４２５ 

                  原  告   江   尻   大   祐 

〒309-1721  茨城県西茨城郡友部町橋爪６１２ 

                  原  告   花   山   知   宏 

〒313-0045  茨城県常陸太田市粟原町９６８ 

                  原  告   宇   野   美   子 

〒311-3114  茨城県東茨城郡茨城町大戸３３１９－１２ 

                  原  告   川   上       澄 

〒310-0845  茨城県水戸市吉沢町６３１－１ サンロイヤル菊池Ａ２０１ 

                  原  告   内   山   い づ み 

 

〒310-8555  茨城県水戸市笠原町９７８番６ 

                  被  告   茨 城 県 企 業 局 管 理 者 

                         福   田   克   彦 

〒310-8555  茨城県水戸市笠原町９７８番６ 

                  被  告   茨 城 県 知 事 

                         橋   本       昌 
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＜別紙２＞ 

原 告 訴 訟 代 理 人 目 録 
〒231-0012  横浜市中区相生町１－１８光南ビル６階 

                    弁 護 士  大   川   隆   司 

〒970-8026  いわき市平字八幡小路６６－９ 広田次男法律事務所 

                    弁 護 士  廣   田   次   男 

〒370-0852  高崎市中居町３－３－７ 弁護士法人菅野庄一法律事務所 高崎事務所 

                    弁 護 士  嶋   田   久   夫 

〒371-0803  前橋市天川原町１－３－５ 野上法律事務所 

                    弁 護 士  野   上   恭   道 

〒371-0843  前橋市新前橋町１－３５ 法律事務所コスモス 

                    弁 護 士  樋   口   和   彦 

〒320-0821  宇都宮市一条４－５－１１ 大木一俊法律事務所 

                    弁 護 士  大   木   一   俊 

〒320-0036  宇都宮市小幡２－７－８ 須藤博法律事務所 

                    弁 護 士  須   藤       博 

〒320-0037  宇都宮市清住３－２－２７ 髙橋信正法律事務所 

                    弁 護 士  髙   橋   信   正 

〒320-0036  宇都宮市小幡１－１－２１オノセビル３階 山口益弘法律事務所 

                    弁 護 士  山   口   益   弘 

〒310-0022  水戸市梅香２－２－４５朝日ビル２階Ｂ 水戸翔合同法律事務所 

                    弁 護 士  五   來   則   男 

〒305-0034  つくば市小野崎小池１３１松本ビル２階 坂本博之法律事務所 

                    弁 護 士  坂   本   博   之 

〒310-0022  水戸市梅香２－２－４５朝日ビル２階Ｂ 水戸翔合同法律事務所 

                    弁 護 士  谷   萩   陽   一 
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〒358-0001  入間市向陽台１－１－２０入間駅前プラザ８－７０４ 

                       田島義久法律事務所 

                    弁 護 士  川   井   理 砂 子 

〒330-0064  さいたま市浦和区岸町６－１－２４ 小林総合法律事務所 

                    弁 護 士  小   林   哲   彦 

〒360-0041  熊谷市宮町２－９５間庭ビル２階 けやき総合法律事務所 

                    弁 護 士  南   雲   芳   夫 

〒330-0063  さいたま市浦和区高砂３－１０－４埼玉総合ビル 埼玉総合法律事務所 

                    弁 護 士  野   本   夏   生 

〒260-0013  千葉市中央区中央４－１０－１２蚕糸会館 千葉中央法律事務所 

                    弁 護 士  有   坂   修   一 

〒260-0013  千葉市中央区中央４－１０－８光建ボイス２０５ 植竹法律事務所 

                    弁 護 士  植   竹   和   弘 

〒271-0092  松戸市松戸１２８１－２９住友生命松戸ビル５階 東葛総合法律事務所 

                    弁 護 士  及   川   智   志 

〒260-0014  千葉市中央区本千葉町２－１３福井ビル６階 千葉市民協同法律事務所 

                    弁 護 士  菅   野       泰 

〒260-0013  千葉市中央区中央４－１０－１２蚕糸会館 千葉中央法律事務所 

                    弁 護 士  中   丸   素   明 

〒260-0013  千葉市中央区中央３－１５－６やまちょうビル６階 渚法律事務所 

                    弁 護 士  廣   瀬   理   夫 

〒105-0001  港区虎ノ門２－５－４末広ビル７階 森の風法律事務所 

                    弁 護 士  朝   倉   淳   也 

〒105-0003  港区西新橋２－２－５竹内ビル３階 佐和法律事務所 

                    弁 護 士  佐   和   洋   亮 
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〒160-0003  新宿区本塩町９光丘四谷ビル６階 四谷見附法律事務所 

                    弁 護 士  髙   橋   利   明 

〒160-0022  新宿区新宿１－１５－９さわだビル５階 東京共同法律事務所 

                    弁 護 士  只   野       靖 

〒102-0083  千代田区麹町６－４麹町ハイツ５０２ 谷合周三法律事務所 

                    弁 護 士  谷   合   周   三 

〒171-0021  豊島区西池袋１－１７－１０池袋プラザビル６階 城北法律事務所 

                    弁 護 士  田   見   髙   秀 

〒190-0022  立川市錦町１－１７－５ 三多摩法律事務所 

                    弁 護 士  土   橋       実 

〒194-0022  町田市森野１－８－１７ まちだ・さがみ総合法律事務所 

                    弁 護 士  中   野   直   樹 

〒104-0061  中央区銀座４－９－６三原橋ビル７階 第一法律事務所 

                    弁 護 士  羽   倉   佐 知 子 

〒102-0072  千代田区飯田橋４－７－１１カクタス飯田橋ビル３階３０４ 

                       山崎・秋山法律事務所 

                    弁 護 士  福   田   寿   男 

〒171-0021  豊島区西池袋１－１７－１０池袋プラザビル６階 城北法律事務所 

                    弁 護 士  松   田   耕   平 

 


